


[bookmark: _Hlk224294390]安全衛生対策に係る自主点検及び再発防止対策の報告
（化学物質に関連する死傷災害予防）

●　この自主点検票は、過去の災害発生当時の状況についてご回答ください。
●　回答に当たっては、自主点検票の選択肢に「☑」を付けていただくものと、具体的な内容を自由記入していただくものがあります。
　　また、「その他」に当てはまる場合には、具体的にその内容を（　　　）にご記入ください。

ご記入いただく方のお名前と連絡先をご記入ください。
会社名：

事業場名  ：

ご担当者名：

メールアドレス：

問１－①　労働安全衛生法令上、危険有害性を有する化学物質の管理が大きく変わった事をご存じですか（ご存じの場合該当欄にチェックしてください，複数回答可）
	□　対象となる化学物質が増えたことを知っている
□　自律的管理が導入され、リスクアセスメントに基づく対策方法について
　　事業者が有効な方法を自ら考え実施する制度に変わったことを知っている。
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



１－①―２　貴事業所でリスクアセスメント対象物(*)を製造、又は取り扱っている場合、化学物質管理者を選任していますか。
	□　選任している
□　選任していない
□　該当なし（事業場でリスクアセスメント対象物の製造、又は取り扱いをしていない）
□　知らなかった


(*)リスクアセスメント対象物とは、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物のこと。


１－①―３　【１－①―２で選任しているを選択した場合】化学物質管理者講習を受講しましたか
	□　受講した（※リスクアセスメント対象物を製造する場合は受講必須）
□　受講しなかった



１－①―４　【１－①―３で受講しなかったを選択した場合】受講しなかった理由は何ですか
	□　必要なリスクアセスメントなどに係る知識を十分有しているから
□　その他（理由：　　　　　　　　　　）



１－①―５　【１－①―２で選任していないを選択した場合】選任していない理由はなんですか
	□　リスクアセスメント対象物を使用していないから。　→　回答終了
□　リスクアセスメント対象物を使用しているが、令和6年4月からの実施義務化になったことを知らなかったから。
□　これから選任予定である。（選任予定時期：　　　　か月以内）
□　その他（理由：　　　　　　　　　　　　　）




１－②　貴事業所では化学物質を取り扱う作業について、リスクアセスメントを実施していますか
	[bookmark: _Hlk160616393]□　化学物質を取り扱うすべての作業についてリスクアセスメントを実施している
□　化学物質の一部についてリスクアセスメントを実施していない作業があるが、危険・有害な化学物質（リスクアセスメント対象物）を取り扱うすべての作業については実施している
□　危険・有害な化学物質を取り扱う作業の一部についてリスクアセスメントを実施している
□　全くリスクアセスメントを実施していない


※化学物質は洗剤、塗料、接着剤など、あらゆるものに含まれます。
※化学物質のリスクアセスメントとは、①化学物質による危険性・有害性を特定し、②特定された危険性・有害性に基づくリスクを見積り、③結果に基づいて、必要なリスク低減措置（ばく露防止対策）を検討する一連のプロセスです。


　１－③　リスクアセスメントを実施している事業場にお尋ねします。リスクアセスメントの結果に基づいてばく露防止対策を実施していますか。
	□　化学物質を取り扱うすべての作業についてばく露防止対策を実施している
□　化学物質の一部についてばく露防止対策を実施していない作業があるが、危険・有害な化学物質（リスクアセスメント対象物）を取り扱うすべての作業については実施している
□　危険・有害な化学物質を取り扱う一部の作業についてばく露防止対策を実施している
□　全く実施していない
□　リスクアセスメントの結果、ばく露防止対策が必要な作業はなかった



　１－④　リスクアセスメントの結果、労働者に保護具を使用させることとした場合に保護具着用管理責任者を選任していますか。
	□　選任している
□　選任していない
□　該当なし（保護具の使用を選択しなかった）
□　知らなかった




１－⑤　どのようなばく露防止対策を実施していますか。（該当するものすべてに☑）
	□　危険性又は有害性の低い物質への代替など本質的安全対策の実施
□　機械設備の防爆構造化、密閉化、局所排気装置の設置等の設備的対策の実施
□　作業手順の改善、立入禁止等の管理的対策の実施
□　有効な呼吸用保護具の選定及び使用（フィットテストの実施を含む）
□　有効な保護手袋の選定及び使用
□　適切な保護具の選定、着用などに係る教育の実施
□　その他の措置






　１－➅　リスクアセスメント及びばく露防止対策に取り組んでいなかった理由として何が挙げられますか。（該当するものすべてに☑）
	□　事故が発生する可能性があるとは思っていなかった
□　化学物質のリスクアセスメントが義務化されたことを知らなかった
□　リスクアセスメントが義務化されている物質を取り扱っていない
□　リスクアセスメントのやり方がわからなかった　
□　リスクアセスメントの実施に必要な化学物質の危険有害性情報が不足していた（SDS(*)がないなど）
□　有害性は対象外だと思っていた（危険性のみでいいと思っていた）
□　リスクアセスメントをするための資金・設備がない
□　リスクアセスメントを行う専門スタッフがいない
□　必要なばく露対策を実施するには経費がかかり過ぎる
□　必要なばく露対策を取ると作業効率が落ちる
□　必要なばく露対策を取ると作業効率が落ちる、不快である等、労働者が嫌がった
□　該当する労働者がいないと思っていた
□　その他






※安全データシート。化学物質の危険有害性や適切な取扱い方法に関する情報等を記載した文書（電子媒体によるものを含む。）をいいます。
　電子メールによる送信や、SDSが掲載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し閲覧を求めた場合も、交付していることとなります。
　また、過去にSDSを交付済みの製品で、繰り返し同製品を製造または譲渡するにあたり、SDSに変更がないためあらためてSDSを交付していない場合も、交付しているものとみなします。

問２　被災時の化学物質取扱作業について、労働者に対して安全衛生教育、又は周知をしていましたか。
	□　教育、周知をしていた　　□　教育、周知をしていたかわからない　
□　教育、周知をしていない



問３（前問で被災時の作業について安全衛生教育を実施していないと回答された事業場はご回答ください）教育を実施していない理由として何が挙げられますか。（該当するものすべてに☑）
	□　教育は不要だと考えていた　　□　教育教材がなかった　
□　そのうちやろうと思っていた
□　その他の理由





問４　化学物質による労働災害が発生した原因は何ですか。
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